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第37回 広域系統整備委員会
資料４

北海道本州間連系設備に係る

計画策定プロセスの開始判断について
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１．計画策定プロセス検討開始要件適合について

２．今後の進め方について

３．電気供給事業者への広域系統整備委員会の運営に関する協力要請

［今回ご確認いただきたい事項］



3１．計画策定プロセス検討開始要件適合について

 2018年9月6日に発生した北海道胆振東部地震に伴う大規模停電を受け、業務規程第51
条第3号（国からの検討要請）に基づき、北海道本州間連系設備（北本連系設備）の計
画策定プロセスを開始する。

（計画策定プロセスの開始）
第５１条 本機関は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、計画策定プロセスを開始する。

一 本機関が、次のア又はイの観点に基づく、送配電等業務指針で定める検討開始要件に該当すると認めた場合
ア 安定供給 大規模災害等により、複数の発電機の計画外停止その他供 給区域の供給力が大幅に喪失する事態が
発生した場合において、供給区 域間の電力の融通により安定供給を確保する観点

イ 広域的取引の環境整備 現に発生し又は将来発生すると想定される広域連系系統の混雑を防止し、広域的な電力
取引の環境を整備する観点

二 電気供給事業者から次のアからウのいずれかの観点に基づく広域系統整備に関する提起があり、送配電
等業務指針に定める検討開始要件に該当する場合
ア 安定供給 大規模災害等により、複数の発電機の計画外停止その他供 給区域の供給力が大幅に喪失する事態が
発生した場合において、電力の 融通により安定供給を確保する観点
イ 広域的取引の環境整備 個別の広域的な電力取引に起因する広域連系
ウ 電源設置 特定の電源の設置に起因した広域的な電力取引の観点

三 国から広域系統整備に関する検討の要請を受けた場合

（国の要請に基づく計画策定プロセスの開始手続）
第３７条 本機関は、国から広域系統整備に関する検討の要請を受けた場合に、業務規程第５１条第３号に基づき、計画
策定プロセスを開始するものとする。

業務規程

送配電等業務指針



4１．計画策定プロセス検討開始要件適合について（国からの要請）

 国の電力レジリエンスワーキンググループ中間とりまとめにおいて、中長期対策として、新北本連系
設備整備後の更なる増強等について、速やかに検討着手が必要とされている。

電力レジリエンスワーキンググループ中間とりまとめ概要



5１．計画策定プロセス検討開始要件適合について（国からの要請）

 新北本連系設備整備後の更なる増強等は、広域機関にて早急に検討が必要とさている。

電力レジリエンスワーキンググループ中間とりまとめ（報告書一部抜粋）



6２．今後の進め方

 北本連系設備について、新北本連系設備整備後（合計連系容量60 万kW から90 万kW 
に増強後）の更なる増強、及び既存北本連系設備の他励式から自励式への転換の是非の検
討に速やかに着手する。

 本検討については、広域機関において検討することが求められている他の検討事項と合わせ、新
たに設置される「電力レジリエンス等に関する小委員会」で集中的に検討することとしたい。

電力レジリエンス等に
関する小委員会

広域系統整備
委員会

調整力及び需給バランス
評価等に関する委員会

【検討体制】

国の審議会
等
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３．電気供給事業者への広域系統整備委員会の運営に関する協力要請
（送配電等業務指針 第31条第1項）

送配電等業務指針 第31条第1項

 広域機関での技術検討にあたり、既存設備の知見を有する電気供給事業者（電源開発、北
海道電力、東北電力の送配電部門）へ検討に必要な情報の提供等の協力を求める。

 現在想定される協力要請は以下のとおり。

（協力を要請する電気供給事業者）

 電源開発株式会社（送電部門）

 北海道電力株式会社（送配電部門）

 東北電力株式会社（送配電部門）

（想定される協力要請）

 計画策定に必要な系統情報の提示

 計画策定に必要な設備工事に関する事項の提示

 その他、検討に必要な事項 など

（広域系統整備委員会への協力）
第３１条 電気供給事業者は、広域系統整備委員会の要請に基づき、広域系統整備委員会の運営
に関して協力しなければならない。
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参考



9地震発生からブラックアウトに至るまでの事象

第3回平成３０年北海道胆振東部地震に伴う
大規模停電に関する検証委員会資料2-2 一部修正

連系線を運用容量まで使用

 地震発生の約3分後に北本連系線運用容量まで東北より融通を受けるもブラックアウト発生。
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電力安全小委員会 合同電力レジリエンスワーキンググループ(第3回) 資料12

停電発生から復旧に至るまで

 ブラックアウト発生後、長期間に亘り供給支障が継続。



11レジリエンスWGにおける確認事項：最大電源サイト脱落

 北海道エリアのブラックアウトとその対応の検証については、総合資源エネルギー調査会電力レジ
リエンスWG(以下レジリエンスWG)および広域機関の平成30年北海道胆振東部地震に伴う
大規模停電に関する検証委員会(以下検証委員会)で行っているところ。

 年間を通じた最過酷断面で最大電源サイトが脱落した場合においても、今般の事案と同様の
事象によってブラックアウトが発生しないか、運用を含めた必要な対策が講じられているかについて
検証している。

電力安全小委員会 合同電力レジリエンスワーキンググループ(第3回) 資料9



12レジリエンスWGにおける確認結果：重要送電線事故

電力安全小委員会 合同電力レジリエンスワーキンググループ(第3回) 資料9

 同WGでは、各エリアにおける大規模電源サイトや重要変電所等と隣接する重要送電線におい
て、今般の事案と同様の事象によってN-4送電線事故が発生し、結果として（大規模電源サイ
トや重要変電所等が機能停止し）今般の事案と同様の事象によるブラックアウトが発生し得る
箇所があるかについても検証している。



13レジリエンスWGにおける提言：中期対策

 第4回レジリエンスWGにおける提言を受け、中長期的観点から北本連系線については、新北
本連系線整備後（60 万kW から90 万kW に増強後）の更なる増強、及び現在の北本連
系線の自励式への転換の是非について、速やかに検討に着手する必要。

電力安全小委員会 合同電力レジリエンスワーキンググループ(第４回) 資料３
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 広域機関における第３回検証委員会においても、中長期対策として新北本連系設備整備後
のさらなる増強の是非を早期に検討する必要があることについて言及されている。

第3回平成３０年北海道胆振東部地震に伴う
大規模停電に関する検証委員会資料3-1

検証委員会における提言：中期対策


